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に、様々な部門では、多くの企業行動規範の主題でかなり多くの研
修コースを提供しており、それにはその他の多くに混じって、環境
コンプライアンス、安全、法と雇用均等機会などがあります。企業行
動規範、またはその他の主題の研修を手配するには、企業行動担
当ディレクターにご連絡ください。

資料配布

当 社 の 企 業 行 動 規 範 は 、当 社 の ガ バ ナン ス の 重 要 な 部 
分 で す 。規 範 の 要 約 は 多 くの 言 語 で 公 開 さ れ て お り、 
従 業 員 に 対 して は プ リントアウト お よ び 当 社 の イント
ラ ネ ット 上 で 配 布 さ れ ま す 。当 社 の イ ン タ ー ネ ット ホ 
ームページhttp://www.hal l iburton.com上でも企業行動 
規 範 が 公 開 され て い ま す。当 社 の 企 業 行 動 規 範 の フ ル 
コピ ー が ご 入 用 の 方 は 、企 業 行 動 担 当 ディレクタ ー に 
ご連絡ください。
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ハリバートンカンパニーおよびその系列会社のすべての従
業員の皆さまに

	 この冊子で説明し、要約しているハリバートン・カンパ
ニー・企業行動規範は、すべての会社取締役、役員、従業員
および代理店が法律的および倫理的な実践を日常業務に
適用するための指針です。この規範は、我々の誠実さの基準
だけでなく、我々に影響する可能性が最も高い法律の特定
な原則と分野についてもいくつか説明しています。

	 誠実さほど我に重要な資質はありません。これは個人
にとってだけでなく、企業にも当てはまります。誠実さこそ、
我々の企業行動規範のコアバリューです。

	 我々の企業行動規範の対象とならない特定の状況が
発生することもあるでしょう。もしある行動の合法性や妥当
性について疑問をもったなら、法務部に問い合わせてくだ
さい。

	 法の遵守および他の人との関わりの中での公正さと誠
実さを、利益という名の下に捨ててしまってはなりません。経
営陣はそのような行動を決して容認しません。当社の成功
は、法の遵守、公平さと誠実さを証明する取引および品質へ
のコミットメントを通じて得られます。皆さんがこれらの会社
の価値と原則を心から支援してくださることを期待してやみ
ません。

	

デーブ・レサー（Dave Lesar）
	 ハリバートン・カンパニー
	 会長、社長兼CEO

法律と企業行動に関する一般的な方針
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郵便：	 Board of Directors 
		  c/o Director of Business Conduct 
		  Halliburton Company 
		  P.O. Box 42806 
		  Houston, TX 77242-2806 
		  USA

電子メール：BoardofDirectors@halliburton.com

電話：	 1-888-312-2692（米国またはカナダからはフリーダイヤ
ル）または 770-613-6348（その他の国からのコレクトコール）

懸念事項を匿名かつ機密に報告することができます。開示が下記
の理由でない限り、守秘義務は保持されます：

•	 政府の調査または報告に関連して必要とされるか、または望ま
しい場合、

•	 規範の目標に一致して、当社の利益にかなう場合、
•	 問題についての当社の法的弁護上、必要とされるか、または望

ましい場合。

便利な電話番号

執行副社長と法律顧問.................................................... 713.759.2620 
法務部－テキサス州ヒューストン................................ 281.575.4434 
法務部－アバディーン................................................44.1224.776718 
法務部－カイロ.................................................................. 202.759.1000 
法務部－ドバイ...............................................................971.4.303.6627 
法務部－パース..............................................................61.8.6424.4680 
法務部－クアラルンプール..........................................603.920.66929 
最高財務責任者................................................................. 713.759.2636 
副社長－人事担当............................................................ 713.759.2641 
監査サービス...................................................................... 713.839.4755 
セキュリティ部.................................................................... 713.839.4704 
企業行動担当役員............................................................ 713.759.2673

研修

企業行動規範研修は当社のイントラネット上で利用できます。さら
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•	 政府の調査または報告に関連して必要とされるか、または望ま
しい場合、

•	 規範の目標に一致して、当社の利益にかなう場合、

•	 問題についての当社の法的弁護上、必要とされるか、または望
ましい場合。

	 倫理ヘルプライン、メールボックスおよびCode電子メールア
ドレスは個人的な苦情のために使われるよう意図されていませ
ん。企業行動規範の違反と関係のない事柄はすべて、適切な部門
に回されます。たとえば、個人的な苦情に関する報告は人事部に回
されます。

	 倫理ヘルプラインは、独立の会社が対応を行い、毎日、24時
間利用できます。要求があれば通訳も利用できます。米国またはカ
ナダから電話する場合、下記にダイヤルして、倫理ヘルプラインの
フリーダイヤルにアクセスできます。

1-888-414-8112

英国の場合のフリーダイヤル：

0800-169-3116

インドネシアの場合のフリーダイヤル：

001-803-1-009-1244

その他の国から電話する場合のコレクトコール：

770-613-6714

Code報告のためのメールボックスアドレス：

		  Director of Business Conduct 
		  Halliburton Company 
		  P.O. Box 2625 
		  Houston, Texas 77252-2625 
		  U.S.A.

取締役会への連絡

	 当社の会計、社内会計管理または監査に関する事柄について
は当社の監査委員会へ、または他の懸念事項については取締役
会へ、下記の方法のうちのどれかで報告することができます。
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	 ハリバートン・カンパニー（以下「当社」）の企業行動規範は、
当社の取締役、従業員および代理店がその事業行動において従う
べき倫理および法律的行動基準に関連する様々な方針から構成
されています。企業行動規範は、特に指示されない限り、当社の全
世界のすべての取締役、従業員および代理店とすべての当社の行
動に適用されます。

	 適用法を遵守することは当社の方針です。当社の方針の一部
は、適用法の要件によるものであり、他の部分は単純に正しい倫理
基準とビジネスセンスに従うものです。当社はアメリカ合衆国の法
律の下で設立され、その有価証券は公に取引されています。これ
は、当社は原則的に米国法で裁かれ、米国国外における当社の事
業の一部には米国法が適用されることを意味します。

	 当社は世界中の多くの国々で事業を行っており、良き企業市
民として、我々は、当社が事業を行う国々の適用法を遵守しなくて
はなりません。時には、米国法と当社が経営を行う外国の中の一つ
国の法律とが衝突することがあります。そのような場合には、当社
は法務部の助言と忠告の下に紛争を解決して行きます。

	 行動規準と企業行動規範のその他の要件を遵守すること
は、それらの基準と要件が法律によっても求められているかどうか
に関係なく、当社の取締役、従業員および代理店の各員に課せら
れた個人としての義務です。これらの基準や要件に従わない取締
役、従業員または代理店は彼らの雇用条件、責任または代理店と
しての責任に背いていることになります。

	 根本的な正式の方針そのものには、この冊子に含まれている
ものより詳細が含まれています。各自に課せられた任務に適用さ
れる当社の方針の詳細を知ることは、各取締役、従業員または代
理店の責任です。ここに要約した方針を完全に参照することを希
望する従業員には、電子的にも印刷物としても入手可能です。取締
役、従業員あるいは代理店の皆さんで本冊子に要約された方針に
関するご質問をお持ちの節は、法務部にお問い合わせください。

参照：会社方針3-0001

倫理的ビジネス実践

	 当社の方針は、取締役、従業員および代理店が高い事業およ
び個人的な倫理の基準を日常の業務と責任範囲において保つこ
とを求めています。取締役および従業員は、当社の他の従業員、
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公衆、ビジネスコミュニティ、株主、顧客、納入業者、競合会社およ
び政府当局との取引のあらゆる局面において、常に公平な取引、
正直な行動と誠実さを実行する必要があります。当社を代表して
行動するときには、取締役と従業員は、操作、隠蔽、秘密情報の濫
用、重大な事実の不正表示、またはその他の不公平な取引の実践
を行ってはなりません。

	 当社の方針は、従業員、株主、取締役、役員、顧客または納入
業者に対して、人種、皮膚の色、年齢、性別、性的指向、宗教または
出身国に基づく非合法な差別を禁じています。すべての人々は、尊
厳と尊敬をもって遇されるべきであり、業務と責任を遂行する上で
不当な干渉があってはなりません。

	 いかなる取締役または従業員も、任意の適用法または当社
の方針に背かせるような会社に対する忠誠心や利益への追求心
で、方向を見誤ってはなりません。当社の方針に違反することは、
適切な場合、解雇を含む懲罰の対象となります。

参照：会社方針3-0001

微妙な取引

	 当社の方針は、取締役、従業員および代理店が微妙な取引に
係ることを禁じています。そのような取引が発生した場合、当社と
その役員、取締役および直接関与した従業員が罰金、収監、および
民事訴訟を受けることがあります。

	 「微妙な取引」という用語は、通常、不法、非倫理的、非道徳
的のいずれかであるか、または当社の誠実さに悪影響を及ぼすと
一般的に見なされる広範囲の事業取引を説明するのに使われま
す。これらの取引は、一般的に、割戻し、高額な贈物、賄賂、または
ある会社の事業に影響する決断や一個人の個人的利益のための
決断に有利な影響を与えるためになされる報酬の性質を伴ってい
ます。これらの取引は、米国の海外汚職防止法（「FCPA」）や他の諸
国の類似の法律を含む様々な法律の違反となり得ます。

	 当社の方針とFCPAは共に、当社およびその役員、取締役、従
業員および代理店が、

•	 米国国外の政府の公的な立場で任務につく人を含めた公務員
または公共国際組織の職員

•	 政党の職員または米国国外の政党、または
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ることになります。米国政府の仕事をする各事業ユニットは、米国
政府費用原則とその他の米国連邦規則に厳格に準拠して、政府に
請求書を発行しなければなりません。

	 当社が参画する多くの米国政府関連プロジェクトには、機密
扱いまたは独占的な資料または情報が含まれている場合がありま
す。そうした場合、当社はあらゆる米国政府の秘密保持規定に準拠
し、機密情報の不当なアクセス、配布、または使用を防止します。

	 当社は、米国の元軍人、国防省元職員、または他の元政府職
員の雇用を管理する米国政府の連邦法規および規制に準拠しま
す。当社が米国政府の元従業員を雇用したり、コンサルタントとし
て従業員と契約する場合、責任を負う事業ユニットの管理者は法
務部と相談をして指導を受けるものとします。

参照：会社方針3-00017

行動規範違反疑惑の機密報告

	 忠告または支援、あるいは行動規範の違反に気付いた場合に
は、管理職または法務部に直接または電話で連絡するべきです。
また、電子メールをFHOUCODE宛に送るか、または下記に示す特
別なメールボックスに手紙を送るか、または当社の倫理ヘルプラ
インに電話することもできます。

	 倫理ヘルプライン、メールボックスまたはCodeの電子メール
アドレスを使用する場合：

1.	 自分の身元の特定を控えることができます（ただし、その		
	 ような身元証明がない場合、当社としては申し立てを調査		
	 するために十分な情報が得られないこともあり得ます）。
2.	 正直に報告したことに対し、違反者の1人でない限り、懲		
	 罰を受けることはないものとします。
3.	 下記の理由で開示が必要とならない限り、守秘義務は維持		
	 されるものとします：
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者への財務支援の支出を含みます。そのような委員会の事務
的な支援以外に、当社の資金、施設またはその他の資産が使わ
れることはありません。

•	 合法的であって、最高経営責任者が許可した場合、当社の事業
や株主にとって重要な問題について、一般有権者に情報を提
供する、または影響を及ぼすために、当社の資金が使われるこ
とがあります。

	 もし従業員、または取締役が、個人的あるいは会社からに関
わらず、当社のために政治的な献金や支援の提供を求められ、そ
のような従業員または役員が、この当社の方針または適用法に関
連して疑問を持った場合は、従業員、または取締役は当社の政治
関連担当副社長または法務部に連絡するべきです。

参照：会社方針3-00012

米国政府との契約

	 当社が米国政府との契約において連邦規則に準拠している
ことを保証するために、政府との契約の下での業務の遂行に関与
するすべての従業員は、具体的に政府契約に関連する企業行動規
範と他の当社の方針に含まれる方針と慣習について適切に情報
を与えられ、十分に研修を受けることが肝要です。米国政府との契
約を持つ各事業ユニットの管理者は、これらの方針の研修セッシ
ョンが実施され、研修セッションが適切に記録されていることを確
実にする責任があります。

	 当社は、米国政府の基準に対する違反を修正するために、
適時に適切な措置を行います。従業員がある取引の正当性につ
いて疑問を持ったときは、従業員は直属の上長に報告しなければ
なりません。その上長が件の疑問がもっともであると判断したなら
ば、その上長は法律顧問またはその被指名人に報告しなければ
なりません。その上で、上長はその従業員に自分がとった措置に
ついて報告する必要があります。もし、従業員が上長に同意しない
場合、また従業員がその取引を上長に報告することをためらう場
合は、法律顧問またはその被指名人に直接連絡することもできま
す。

	 政府からの引合いにおいて、費用と価格のデータを提出する
必要がある場合は、その費用と価格データが提出時の時点で現行
のものであり、正確で完全なものでなければなりません。すべての
費用は、米国連邦購買規則に従って適正に記録、文書化、保存され
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•	 米国国外の政治的な役職候補者

に対し、直接または間接的にこれらの公務員に公的な立場で、また
は彼らの公共的な義務の中で、これらの職員の行動または決定に
影響を与えることを目的として、または当社が事業を獲得または維
持したり、あるいは任意の人物に事業を回したりできるようにする
目的で、不当に有利な立場を得るために、不正に高価な贈物を申
し出たり提供したりすることを禁じています。

	 国営の石油会社などの公社の従業員は、政府の役員と見なさ
れます。

	 当社の方針は、取締役、従業員または代理店がFCPAで禁じら
れているような支払または取引に参加することを禁じています。

	 この方針は、適切に行い記録を残して促進的支払いを行うこ
とは禁止していません。時として当社は、米国以外の一部の国の下
層の政府役人または従業員に対して、政府役人または従業員によ
るありきたりな政治的行動の実行を促進または確保するために、
促進費用を支払うことが必要となる場合があります。そのような促
進的支払いはFCPAおよび同様な外国の法律では非合法でない
場合があります。しかしながら、非合法な賄賂や割戻金または報酬
を合法的な促進的支払いと区別することは容易ではありません。
したがって、そのような促進的支払いは厳重に管理し、そのような
支払をできるかぎり少なくするか、なくすように努力しなければな
りません。促進的支払いが必要なときは、法務部からの事前の指
導に従ってのみ行うようにします。促進的支払いはすべて当社の
会計記録に促進料として正確に記録しなければなりません。

参照：会社方針3-0005

商業上の贈賄

	 当社の方針はいかなる納入業者または顧客に対する営利目
的の賄賂、割戻しおよび他の同様な報酬および恩恵を禁じていま
す。
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	 取締役、従業員および代理店は、当社が参加する取引に関連
して高い価値のあるもの（給与、賃金やその他の当社からの通常
の報酬を除く）はいかなるものでも、直接、間接を問わず受取るこ
とも禁じられています。

	 納入業者や顧客の贈賄には、納入業者や顧客の代表の利益
となる支払いも含まれます。

•	 高額な贈物
•	 取締役、従業員または当社から払い戻しを受ける代理店やコン

サルタントのような第三者による現金の支払い
•	 当社のサービス、施設または資産の無料使用、ただし当社が許

可した場合を除く
•	 融資、融資の保証、またはその他の信用貸しの延長

	 この方法は、別の方法で合法である場合に、通常で慣習的な
事業経費である納入業者や顧客の食事やエンターテインメントの
妥当な額の支払いは禁止していません。この種の支出は、経費報
告に含められ、標準の会社の手続きの下で承認されるべきす。

参照：会社方針3-0006

会計管理、手続きと記録

	 適用法と当社の方針は、当社が、取引と資産の処分を正確に
かつ公正に反映する帳簿および記録をつけることを求めていま
す。さらに、会社は帳簿や記録の信頼性と適切性を保証する内部
会計管理を維持しなければなりません。このような要件に満たな
い場合、違法行為となる場合があります。

	 これらの要件を満たすために、当社は適正な取引にのみ参加
すること、そのような取引は適切な管理職の承認を得ていること、
そのような取引は当社の帳簿や記録で適正に説明されること、当
社の報告書および財務諸表は適時に作成され、容易に理解でき、
および完全に公正かつ正確にそのような取引を反映していること
を確実にする方針を採用しています。それらの機能に責任を持つ
すべての取締役および従業員は、会社の方針、会計管理、手続き
と記録にについて熟知し、これらの要件に従わなければなりませ
ん。

参照：会社方針3-0004

「内部情報」の使用と開示
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と責任を果たす必要があります。

	 当社の労働安全衛生環境担当主任役員がこの方針の指揮監
督を行うものとします。実施については、当社の取締役会の労働安
全衛生委員会の監督に従うものとします。

参照：会社方針3-00014

政治活動

	 当社は民主的なプロセスを強く信じています。取締役や従業
員は自分が居住する国や地域社会における良い政府の原則を促
進することに積極的に関心を持つべきです。取締役や従業員が自
己の時間とお金を政治家候補や政治問題に費やすことは構いま
せんが、当社がそれに対して補償することはありません。取締役や
従業員は個人的な政治献金や支援活動が適用法に準拠している
ことを確実にするべきです。

	 さらに、個人に対しては許されており、奨励されている政治活
動でも企業の立場からは禁じられていることもあります。

	 当社の方針は、取締役、従業員および代理店が政治や政府の
事柄に関して会社を代表する場合には、企業の公共的活動への参
加を規制する法律を遵守することを求めています。この要件を満
たしていることを保証し、かつガイダンスとして、下記の方針が採
用されています：

•	 取締役、従業員または代理店は、どの候補者に、どのくらいの個
人的な政治献金をするかどうかを決定する個人の権利を侵害
する他の従業員にいかなる圧力もかけないものとします。

•	 米国、または特定の州やそのような献金が禁止されているその
他の国の政治家候補を支援するために、当社の資金、資産また
はサービスを寄付しないものとします。特定の候補に対して間
接的な援助をすること、たとえば社用機による旅行などは、この
点において寄付と見なされます。

•	 最高経営責任者によって承認された計画に従う場合を除き、当
社が、当社の資金、資産またはサービスを政治献金として使う
ことはできません。

•	 合法的であって最高経営責任者が許可した場合には、当社の
資金と施設が政治活動委員会やプログラムの運営を事務上で
支援するために使用されることがあり、その目的には特定の従
業員、株主および／またはその他の人々によるの政党や候補
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膚の色、性別、性的指向、宗教、祖先、民族的遺 
産、精神・身体障害、年齢または外観に関する相手 
に嫌がられるまたは侮蔑的な言辞、身体的傷害の脅 
迫、または当社の仕事場での電子メールや表示を含 
む、そのような効果をもたらす物の配布

•	 身体的嫌がらせ － 殴る、押すまたはその他の攻撃的な身体接
触またはそれらの行動を起こすという脅し、または不適切なジ
ェスチャー

•	 性的嫌がらせ － 口頭または身体的に関わらず、性的な誘いか
け、性的行為の強要、あるいは密接な関係を深めるよう計画さ
れたり意図されたりしているかに関わらない性的性質を持つそ
の他の口頭または身体的な行為を含む、望ましくない性的行
為。

	 上長や管理職のその他のメンバーが公平かつ一貫した態度
で業務の遂行および行動規範を促すことは嫌がらせとは見なされ
ません。

	 嫌がらせを受けていると信ずる従業員はすべて、自分はその
行為に異議を唱えると、嫌がらせを起こしている当事者に伝えるこ
とを検討するべきです。しかし、その従業員がその違反当事者と対
決することにためらうのであれば（また違反当事者の望ましくない
行為が継続する場合）、その従業員は直接の上長にそれを知らせ
るべきです。その従業員が直接の上長以外の誰かと問題を話し合
う方が心地良い場合、または直接の上長がその従業員が問題の
解決には適切な措置だと思われる行動をとらない場合は、その従
業員は人事部または法務部に連絡するべきです。

	 嫌がらせの報告は速やかに、慎重に調査されます。

	 正直に嫌がらせの行為を報告した従業員に対しては、性的嫌
がらせを含め、その報告によって仕返しを受けたりすることはあり
ません。

参照：会社方針3-00016

健康、安全および環境

	 健康と安全を守り、環境汚染を防ぐことは当社の主要な目標
です。当社は、過度な環境への影響を持たず、使用目的に対して安
全で、エネルギー・天然資源の消費効率が高く、リサイクルや再使
用に適し、安全に廃棄できるような製品とサービスの開発に向け

て努力しております。

	 すべての従業員は、職場における健康と安全、および環境汚
染の防止に関連する、適用法と業界標準への準拠において、任務
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	 アメリカ合衆国の法律と多くの諸外国の法律は、当社の株式
は公に取引されているため、当社に関する未公開の情報を使用し
たり、開示したりすることを規制しています。この情報は多くの場
合、公的に開示されていないため「内部情報」と呼ばれます。当社
は内部情報の使用と開示に関して）方針（一部そのような法律に基
づいて）を持っています。

	 当社の方針は、それらの情報を知ることのできる地位にいる
当社内部の人々以外には内部情報の開示を禁じています。

	 当社の方針は、また、いかなる従業員も重大な内部情報を持
っている期間中はストックオプションなど、当社の有価証券類を取
引することを禁じています。情報が「重大な」とは、個人による有価
証券の売買の決定に影響を及ぼし得るようなものを言います。ま
た、当社の方針は、内部情報を持つ者がそのような情報に基づい
て他の人々に当社の有価証券を売買することを勧めることも禁じ
ています。

	 当社の従業員または代理店が当社の内部情報を持っている
場合、当社の有価証券の売買は公衆に対して適正にその情報が
開示された日の次の営業日のビジネスの終了後まで待たなければ
なりません。特定の主要な従業員、役員および取締役にはさらに厳
格な規則が適用されます。

	 取締役、従業員または代理店は、その雇用期間中において、あ
るいは当社での職位によって、有価証券の価格に影響を及ぼす可
能性があるその他の会社に関して未公開情報を知った場合は、そ
の会社の有価証券を売買しないものとします。

	 当社の取締役、従業員および代理店は当社の有価証券類の
短期投機に関係することを避けるよう指導されています。

	 当社の方針では、内部情報の開示に関しては、一切の優遇を
認めません。当社は不正な優遇的開示が発生しないような手続き
を採用しています。

参照：会社方針3-0008

機密または専有情報

	 当社の取締役、従業員および代理店は当社や顧客に関する
機密または専有情報を知る機会が少なくありません。当社の方針
は、取締役、従業員および代理店が、文書による当社からの正当な
許可を得ないで、機密または専有情報を社外でまたは個人の利益
のために開示または使用することを在職中または退職後を問わず
禁止しています。無許可の開示は当社や顧客にとって有害になり
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得、競合会社にとって有益になり得ます。

	 当社はまた、顧客、納入業者および合弁会社のパートナーの
機密情報を取り扱うこともあります。これは重要な信頼であり、顧
客、納入業者および合弁会社のパートナーの継続的な信頼に値す
るために、当社としては最大の注意を払って取り扱う必要があり
ます。取締役、従業員または代理店は、当社の許可を得ない限り、
機密または専有情報を決して社外に開示または使用しないものと
し、取締役、従業員または代理店は、どうしても知るべき必要がな
い限り、そのような情報を他の従業員にも開示しないものとしま
す。

参照：会社方針3-0009

利害の衝突

	 当方の方針は、取締役または従業員の利害と当社の利害とが
衝突することを禁じています。利害の衝突を構成するものの完全
な定義は困難です。しかし、必ず利害の衝突と見なされる特定の状
況が存在します。これらの状況は、取締役または従業員、あるいは
取締役または従業員と緊密な個人的関係を持つ任意の人物が以
下のような行動を行う場合です：

•	 あらかじめ当社に通知することなく、および最高経営責任者ま
たはその被指名人から文書で承認を得ることなく、当社の納入
者、顧客または競合会社の一つの重大な財務的利権または他
の受益権を取得する、

•	 最高経営責任者またはその被指名人から文書であらかじめ承
認を得た場合を除き、収益または利益のために、当社に係る重
要な個人事業に従事する、

•	 金銭、少額でない贈物、過度の接待、融資、債務保証または任
意の納入業者、顧客または当社の競合会社からのその他の特
別な取扱いを受ける（貸付機関から通常の金利で融資を受け
ることを除く）、

•	 最高経営責任者またはその被指名人から文書で承認を得ない
で、当社の資産の売却、融資または贈物に参加する、

•	 当社との関係を通じて事業機会を学び、それを第三者に開示
したり、最初に当社に提供することなく、その機会に個人的に投
資したり捉えたりする、

•	 会社の資産、情報、または地位を個人的利益に使う、
•	 当社と競合する。

	 利害の衝突は、別会社の管理職となること、当社の資産の個
人使用または個人の利益のために当社のサービスを使うことなど
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法務部の忠告により指導を受けなければなりません。独占禁止法
に関する質問は、何らかの行動をとる前に法務部に問い合わせる
必要があります。この 方針に関しては例外は認められず、この方針
に違反する行為を許可することは何人にも許されていません。

参照：会社方針3-0013

雇用と職場

雇用機会均等

	 当社の方針は、いかなる従業員または求職者に対するいかな
る非合法な差別を禁じています。当社はその雇用および昇進方針
において、すべての有資格者に機会均等を提供することに尽力し
ています。当社は、その経営を行う地域社会の多様な人口構成を
反映する職場を作ることに努力します。

	 米国法に準拠する経営については、この方針は採用、雇用、
配置、昇進、異動、報酬、福利厚生、研修、教育的社会的およびリク
リエーションプログラム、および当社施設の利用など、あらゆる段
階に関連しています。それはあらゆる職種のあらゆる階層における
その他すべての従業員活動を対象としており、それには資格を持
つ身体障害者、身体障害者軍人、ベトナム戦争の在郷軍人の雇用
も含まれます。直接的か間接的かに関わらず、人種、皮膚の色、宗
教、性別、性的指向、年齢、身体障害または出身国に関連する一切
の差別、嫌がらせ、威嚇、強制がない職場環境を提供することを目
的としています。

	 すべての取締役、首脳陣のメンバー、そして他の従業員はこ
の方針を積極的に支持するものとします。

参照：会社方針3-0002

嫌がらせ

	 当社はすべての従業員が尊厳と尊敬をもって接遇されるべき
であると信じています。嫌がらせのない職場の提供が当社の方針
です。

	 本方針の中で使用される場合、嫌がらせとは性的、人種的、民
族的およびその他の嫌がらせを含み、さらに身体障害に基づく嫌
がらせを含んでおります。様々な状況下における嫌がらせには以
下のものがあります：

•	 口頭または書面による嫌がらせ － 個人の人種、皮 
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	 さらに、これらの取決めには他の当事者らが、国際的な事業
関係のための当社の企業行動規範に同意することが必要となりま
す。この独立した行動規範は国際的な事業関係に適用されます。こ
れは当社の企業行動規範と多くの一致する要件を持っています。
国際的な事業関係に関して責任を負う任意の従業員は、より詳し
い当社の該当方針について熟知しておく必要があります。

参照：会社方針3-0007

独占禁止と競争

	 米国および諸外国の独占禁止法は、競争を排除または阻止し
たり、独占をもたらしたり、独占的市場立場を濫用したり、価格を操
作したり、さもなければ不当に商売を妨害または歪曲したりするお
それのある契約や行為を禁止しています。

	 罰金や投獄に加えて、多くの場合米国の独占禁止法違反は、
個人の当事者に実際の被害額の3倍の回収を許します。独占禁止
訴訟においては企業に対し、何千万ドルにも上る判決になることも
少なくなく、時には賠償額が何億ドルに達することもあります。

	 当社は、いかなる事業活動においても、当社の事業に適用さ
れる独占禁止法の違反を許しておりません。当社の方針は、当社
の取締役、従業員および代理店は、価格、販売またはサービスの諸
条件、生産、流通、領域または顧客に関していかなる競合者とも明
示的・暗示的、公式・非公式の如何にかかわらず、何らかの了解、同
意、計画または策動を締結しないものとすること、競合者の価格、
販売またはサービスの諸条件、またはその他の競合情報を取り交
わしたり、話し合ったりしないものとすること、またはその他の独占
禁止法に違反する他の行為に従事しないものとすることを求めて
います。しかしながら、適用される独占禁止法に違反せず、法務部
によって承認されている下請契約や競合者との共同見積りは禁止
されていません。競合者が協力パートナー、合弁事業のパートナ
ー、または下請け企業であるプロジェクトに関連する競合者との話
し合いは、法務部と事前に明確にし、協調して行わなければなりま
せん。

	 独占禁止法は複雑であり、理解が困難なことがあります。独占
禁止法が適用される可能性のある事業行為に責任を負う当社の
取締役、従業員および代理店は、



8

によっても起こります。

	 「取締役または従業員と密接な個人関係にあるもの」とは、取
締役または従業員の配偶者、両親、子供、兄弟姉妹、義父母、義理
の息子、義理の娘、義理の兄弟姉妹、取締役または従業員の同居
者、取締役または従業員の仕事仲間を意味します。

	 当社は定期的に特定の従業員に対して、企業行動規範のす
べての要件を守ってきたことを当社に誓うように求めます。利害
の衝突の可能性を持つ特定の状況を開示したからと言って、必ず
しも当社がそれを禁止するほど重要であると考えるとは限りませ
ん。各々の状況は個別的に考慮されます。

参照：会社方針3-0003

詐欺および類似の不正行為

	 当社の方針は、詐欺行為を禁じ、詐欺が疑われる行為の認
識、報告および調査に関する手続きを規定しています。詐欺行為
には下記のものを含みますが、これらに限定されません。

•	 不正直なまたは詐欺的行為
•	 横領
•	 当社の小切手および手形のような有価証券類の偽造または変

造
•	 当社、従業員、顧客、パートナーまたは納入業者の資産の濫用
•	 現金、有価証券、備品またはその他の当社資産の私用
•	 当社の取引の不正な取扱いまたは報告
•	 当社の記録または財務諸表を私用またはその他の目的で偽造

すること

	 取締役と従業員は当社の資産を保護し、有効利用に努める義
務を負っています。取締役と従業員による当社の資産の盗用、不注
意かつ無駄な使用は当社の利益性に直接的でマイナスの影響を
及ぼすため禁止されています。すべての当社の資産は当社の正当
な事業目的にのみ使用されるものとします。

	 何らかの不正行為が発生したかもしれないと疑いを察知した
取締役、従業員あるいは代理店には、その懸念を法務部、監査サ
ービス、セキュリティ部、または当社の最高財務責任者に通知する
義務があります。すべての不正行為の調査は法務部の指揮下で行
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われます。

参照：会社方針3-0015

輸出問題および国際的な事業関係

輸出管理と国際経済制裁規定

	 当社は世界の各国で事業を行っていますが、米国企業として
は、米国の輸出管理と国際経済制裁法規に従わなければなりませ
ん。当社がすべての事業行為とサービス、製品および技術の輸出
をそれらの法規に従って行うことが当社の方針です。この方針には
例外は認められません。

	 当社はそのような法規を確実に遵守するために、総合的な社
内モニタリングプログラムを設定しております。これらの法規の要
件は複雑であり、時として理解し難い点もあります。この方針の要
件あるいは適用法についてのご質問はすべて輸出管理課長また
は法務部にお問い合わせください。すべての取締役、従業員およ
び代理店は社内管理プログラムの要件をすべて満たし、これらの
法規を遵守しなければなりません。

参照：会社方針3-0010

ボイコット

	 適用法と当社の方針は、他の諸国の法律によって課される特
定のボイコットに参加することを禁じています。適用される米国の
法律は、当社に対して従業員、取締役、株主、下請業者および納入
業者の識別情報と国籍に関する特定の情報、または当社がどこで
事業をしているかという情報などを、もしその情報が禁止されてい
るボイコットを支援するために求められる場合には、提供しないよ
うにも求めています。当社はまた、そのようなボイコットを支援する
ために受けた要求を、そのような要求に応じなくても、報告するこ
とが求められています。

	 時として、禁止されているボイコットを支援する要求を検知す
ることが困難なことがあります。そのような要求に接する可能性の
あるすべての従業員と代理店はこの方針の詳細について熟知して
いる必要があります。
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参照：会社方針3-0011

国際的な事業関係

	 当社は米国国外の人々や企業と事業関係を結ぶことが少な
くありません。これらの「国際的な事業関係」は代理店契約の形
態、合弁事業および他の事業組合せの形態を取ります。これらの事
業関係を結び管理する方法は当社の方針によって規定されてい
ます。

	 「国際的な事業関係」は以下を含んでいます：

•	 代理店、営業担当者、スポンサー、または当社が事業を獲得
し、当社製品とサービスの流通、マーケティングまたは販売を促
進するのを助ける任意の他の当事者の雇用で、他の当事者が
当社の製品とサービスの流通、マーケティングまたは販売を行
うためのライセンシング契約も含みます。

•	 合弁事業、コンソーシアム、パートナーシップ、株主契約または
他の当事者が当社によって所有されている企業体の株主持分
利益、または合弁事業、コンソシアム、パートナーシップまたは
当社が所有している企業体の事業からの利益の一部を取得す
るような取決めを結ぶこと、

•	 当社の契約の下で行われるべき仕事の大半を他の当事者が実
施するような契約または下請契約を結ぶこと。

	 国際的な事業関係は、当社の事業行為にとって便利ではあり
ますが、当社の資産を許可なく使用されること防ぐために、当初の
管理システムに適切に従う必要があります。さらに、当社はその代
理として行動する代理店や他者のとる行為に対して説明責任を負
う場合があります。したがって、当社の方針は、当社が国際的な事
業関係を結ぶ相手の選択は適切な経営管理と調査に従う必要が
あることを定めています。

	 このような関係を確立または修正するすべての提案された契
約は、契約の締結に先立って、法務、財務および管理部門のスタッ
フにより、十分に検討されなければなりません。


